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平成 26年度事業報告書 
 

１ 協議会開催状況 【協議会６回，ワーキンググループ会議（ＷＧ）４回】 

開催日 協議会 主な協議内容 

H26. 5.19 第 1回ＷＧ会議 H26事業内容について  

H26. 5.23 第 1回函館市生活交通協議会 H26事業内容について  

H26. 8.20 第 2回ＷＧ会議 
公共交通路線再編案について 

交通結節点整備案について 

H26. 9. 4 第 2回函館市生活交通協議会 
公共交通路線再編案について 

交通結節点整備案について 

H26.10.14 第 3回函館市生活交通協議会 函館市関係バス路線の再編について  

H26.11.26 第 3回ＷＧ会議 
公共交通路線再編案について 

交通結節点整備案について 

H26.12. 2 第 4回函館市生活交通協議会 
公共交通路線再編案について 

交通結節点整備案について 

H27. 1.19 
第 5回函館市生活交通協議会 

（書面開催） 

協議会設置要綱の改正について 

 

H27. 2. 6 第 4回ＷＧ会議 

函館市関係バス路線の再編について 

生活交通ネットワーク計画の策定につ

いて 

H27. 2.24 第 6回函館市生活交通協議会 

函館市関係バス路線の再編について 

生活交通ネットワーク計画の策定につ

いて 

 

２ 調査事業 

 〇 函館市地域公共交通第二次調査事業 

   函館市地域公共交通総合連携計画を基に，新たな路線の経路や運行頻度から，

各路線区間利用者数，拠点での乗り継ぎ利用者数を算出し，複数の乗継パターン

によるケーススタディを実施。乗継施設の設置場所について，資料収集や現地調

査などを行い，「函館市生活交通ネットワーク計画」を策定した。 

資料 １ 



平成 26年度決算書 

（函館市地域公共交通第二次調査事業関係分） 

 

歳  入                          （単位：円） 

科 目 
予算額 

(A) 

決算額 

(B) 

差引 

(B-A) 
説 明 

補助金 3,000,000  3,000,000  0  
国庫補助金（地域公共交通 

確保維持改善事業費補助金） 

負担金 1,000,000  992,544  △7,456  
函館市負担金 

 

その他収入 0  74   74  預金利息 

合 計 4,000,000  3,992,618  △7,382  
 

 

 

歳  出                          （単位：円） 

科 目 
予算額 

(A) 

決算額 

(B) 

差引 

(B-A) 
説 明 

需用費 31,000  23,544  △7,456  
協議会関係経費 

 

委託料 3,969,000  3,969,000  0  
地域公共交通調査 

事業委託費 

合 計 4,000,000  3,992,544  △7,456  
 

 

 

 

歳 入 － 歳 出                     （単位：円） 

科 目 
予算額 

(A) 

決算額 

(B) 

差引 

(B-A) 
説 明 

合 計 0  74  74  
 

 

 

歳入歳出差引残額 74円は，平成 27年度へ繰り越す。 

（歳入決算額 3,992,618円－歳出決算額 3,992,544円＝歳入歳出差引残額 74円） 

資料 ２ 





平成 27年度補正予算案 

（地域公共交通再編調査事業関係分） 

 

歳  入                          （単位：円） 

科 目 
当初予算額 

 (A) 

今回補正額 

(B) 

補正後予算額 

(A+B) 
説 明 

補助金 9,926,000  △2,433,000  7,493,000  
国庫補助金（地域公共交通 

確保維持改善事業費補助金） 

負担金 0  2,455,000  2,455,000  
函館市負担金 

 

繰越金 0  74  74   

その他収入 0  38  38  
預金利息 

 

合 計 9,926,000  22,112  9,948,112  
 

 

 

歳  出                          （単位：円） 

科 目 
当初予算額 

(A) 

今回補正額 

(B) 

補正後予算額 

(A+B) 
説 明 

需用費 18,000  22,192  40,192  
協議会関係経費 

 

委託料 9,908,000  △80  9,907,920  
地域公共交通再編調

査事業委託費 

     

合 計 9,926,000  22,112  9,948,112  
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（１） 見直しの時期：平成２７年１１月１日 

（２） 見直しの内容：経路変更→バス路線の一部廃止区間が，協議会の承認事項 

（３） 路線の概要（運行系統図 別添） 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

１系統 

稜北高校前～昭和ターミナ

ル～ガス会社前～船見町 

稜北高校前～亀田外郭通～

昭和ターミナル～船見町 

運行回数 平日 1.0 回 土日祝 0.5回 変更無し 

系統キロ 14.4km 14.6km 

運行系統 

８１系統 

稜北高校前～昭和ターミナ

ル～五稜郭～富川会館前 

稜北高校前～石川学園台～

新都市病院正門前～昭和タ

ーミナル～富川会館前 

運行回数 平日 1.0 回 土日祝運休 変更無し 

系統キロ 21.9km 変更無し 

運行系統 

９０系統 

銭亀沢中学校前～昭和ター

ミナル～稜北高校前 

銭亀沢中学校前～昭和ター

ミナル～新都市病院正門前

～石川学園台～稜北高校前 

運行回数 平日 0.5 回 土日祝 0.5回 変更無し 

系統キロ 22.8km 変更無し 

運行系統 

１０６系統 

《往路》稜北高校前～昭和タ

ーミナル～函館駅前 

 

《復路》函館駅前～昭和ター

ミナル～稜北高校前 

《往路》稜北高校前～石川学

園台～新都市病院正門前～

昭和ターミナル～函館駅前 

《復路》函館駅前～昭和ター

ミナル～白鳥町～函館駅前

※復路のみ既設のループと 

 同一系統へ経路変更 

運行回数 平日 1.5回 土日祝運休 平日 1.0回 土日祝運休 

系統キロ 往復同一 11.7km 往路 11.7㎞ 復路 16.3㎞ 

 

（４） 見直しの考え方 

・ 上記の４つ系統の系統で，共通する，バス路線の一部区間（ケーズデンキの横通り：

別途 運行系統図参照）において，道路幅が狭く，通常のバス路線より積雪の影響が

大きいため，経路変更し，遅れ解消と安全性向上を図る。 

・ なお，この見直しにより，廃止停留所「昭和ターミナル」が発生するが，利用が非

常に少ないことと（別途 停留所別乗降データ参照），対応バス停である，産業道路

沿いの「昭和ターミナル」まで約５０ｍと近接しているので，利用者に不便をかけ

るものではない。また，見直し後は，新たに停車するバス停も増えるため，利用者

の利便性向上にもつながる。 

・ １０６系統については，朝，稜北高校まで運行している便が，見直すことにより，

稜北高校を経由しなくなるが，別の対応便があるため，（別途 １０６系統時刻表参

照）利用者に，迷惑をかけるものではない。 

 

（５）関係機関への説明  北海道函館稜北高等学校 
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北 美 原 ク リ ニ ッ ク 前

昭 和 タ ー ミ ナ ル
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が

上
記

の
と

お
り

，
1
3
0
系

統
と

1
0
-
6
系

統
に

て
，

対
応

可
能

系 統 番 号 系 統 番 号

1
0
6
稜
北
　
平
日

１
０
６
系
統
（
稜
北
高
校
）
時
刻
表

8



停
留
所
別
乗
降
デ
ー
タ

調
査
日
：
平
成
２
７
年
６
月
１
７
日
（
水
）

＝
廃
止
停
留
所

系
統
名
：
１
系
統
（
稜
北
高
校
）

系
統
名
：
８
１
系
統
（
稜
北
高
校
）

系
統
名
：
９
０
系
統
（
稜
北
高
校
）

系
統
名
：
１
０
６
系
統
（
稜
北
高
校
）

《
往
路
》

《
往
路
の
み
運
行
》

《
復
路
の
み
運
行
》

《
往
路
》

乗
車

降
車

通
過

乗
車

降
車

通
過

乗
車

降
車

通
過

乗
車

降
車

通
過

乗
車

降
車

通
過

乗
車

降
車

通
過

1
稜
北
高
校
前

1
1

1
稜
北
高
校
前

0
2

2
1
銭
亀
沢
中
学
校
前

1
1

1
稜
北
高
校
前

0
8

8

2
稜
北
高
校
入
口

1
2
稜
北
高
校
入
口

0
2

2
ゴ
ル
フ
場
入
口

1
2
稜
北
高
校
入
口

0
8

3
石
川
町

1
3
石
川
町

0
2

3
豊
原
町

1
3
石
川
町

0
8

4
石
川
町
会
館

1
4
石
川
町
会
館

0
2

4
と
ち
の
木
橋

1
4
石
川
町
会
館

0
8

5
石
川
町
中
央

1
5
石
川
町
中
央

0
2

5
米
原
二
区

1
5
石
川
町
中
央

0
1

9

6
北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

1
6
北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

0
2

6
坂
の
下

1
6
北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

0
9

7
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

1
7
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

0
2

7
坂
の
下

1
7
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

0
9

8
昭
和
１
丁
目

1
8
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

0
2

8
米
原

1
8
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

5
5

9

9
昭
和
営
業
所
前

11
12

9
亀
田
中
学
校
前

1
1

2
9
旭
岡

1
9
亀
田
中
学
校
前

5
1

1
9

1
0
昭
和
２
丁
目

5
17

10
亀
田
支
所
前

2
3

2
4

10
鱒
川
入
口

1
10

亀
田
支
所
前

2
3

1
1

9

1
1
昭
和
小
学
校
前

1
1
17

11
富
岡

3
4

11
旭
岡
公
園
前

1
11

中
央
小
学
校
前

2
5

1
1

9

1
2
昭
和
高
台

17
12

医
師
会
病
院
前

3
4

12
旭
岡
団
地

4
5

12
神
山
通

1
4

1
3

7

1
3
桐
花
通
中
央

1
16

13
田
家
入
口

1
4

4
13

旭
岡
団
地

1
6

13
鍛
冶
２
丁
目

4
7

1
4
清
尚
学
院
・
高
台
通

1
1
16

14
警
察
署
前

1
3

1
5

14
西
旭
岡
二
丁
目

6
14

鍛
冶
団
地

1
3

1
6

1
5
高
台
坂
下

1
17

15
五
稜
郭
公
園
入
口

1
4

2
7

15
旭
岡
幼
稚
園
前

1
7

15
西
堀
病
院
前

2
1

3
9

1
6
五
稜
郭
駅
前

4
13

16
五
稜
郭

1
7

21
16

23
16

旭
岡
小
学
校
前

2
9

16
鍛
冶
保
育
園
前

1
9

1
7
五
稜
郭
駅
前

13
17

テ
ー
オ
ー
デ
パ
ー
ト
前

1
22

1
24

17
西
旭
岡
４
区

9
17

五
稜
郭
公
園
裏

1
9

1
8
Ｊ
Ｒ
車
両
所
前

13
18

新
世
橋

22
24

18
西
旭
岡
一
丁
目

9
18

中
央
図
書
館
前

1
9

1
9
大
野
新
道
入

2
11

19
宮
前
町

22
24

19
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
入
口

2
11

19
五
稜
郭
公
園
入
口

1
1

8

2
0
亀
田
町

1
10

20
ガ
ス
会
社
前

1
23

24
20

上
湯
川
小
学
校
下

1
12

20
五
稜
郭

1
0

2
6

2
1
ガ
ス
会
社
前

2
1
11

21
吉
川
町

23
2

26
21

湯
川
団
地
北
口

1
11

21
五
稜
郭

0
6

2
2
宮
前
町

1
10

22
万
年
橋

1
24

1
25

22
湯
川
団
地
中
央

1
12

22
中
央
病
院
前

0
1

5

2
3
松
川
町

10
23

北
浜
町

24
25

23
湯
川
団
地
中
央

12
23

千
代
台

0
5

2
4
中
の
橋

10
24

港
24

3
22

24
湯
川
団
地
北
口

1
13

24
堀
川
町

0
1

4

2
5
大
縄
町

1
9

25
港
小
学
校
通

1
23

22
25

戸
倉
中
学
校
下

13
25

昭
和
橋

0
4

2
6
昭
和
通

9
26

港
小
学
校
前

23
1
21

26
戸
倉
町

13
26

千
歳
町

0
4

2
7
若
松
町
会
館
前

1
8

27
市
立
函
館
病
院

9
1
31

3
2
22

27
湯
川
小
学
校
前

1
1
13

27
新
川
町

0
1

3

2
8
棒
二
森
屋
前

6
14

28
港
小
学
校
前

31
22

28
湯
倉
神
社
前

6
2
17

28
松
風
町

0
1

2

2
9
市
役
所
前

14
29

港
小
学
校
通

31
22

29
湯
倉
神
社
道
銀
前

2
19

29
棒
二
森
屋
前

0
1

1

3
0
金
融
公
庫

2
12

30
港
中
学
校
前

3
28

1
23

30
湯
川
中
学
校
前

3
16

30
函
館
駅
前

0
1

0

3
1
銀
座
通

2
10

31
北
大
前

28
4
19

31
学
園
前

2
18

7
7

16
16

3
2
十
字
街

10
32

七
重
浜
１
丁
目

3
25

19
32

日
吉
町
１
丁
目

18

3
3
元
町

1
9

33
七
重
浜

1
2
24

1
18

33
花
園
町

3
21

《
復
路
》

3
4
公
会
堂
前

3
6

34
石
田
文
具
・
七
重
浜
２

1
23

1
17

34
花
園
町

1
1
21

3
5
弥
生
町

3
3

35
七
重
浜
７
丁
目

23
17

35
花
園
団
地
通

21
乗
車

降
車

通
過

3
6
幸
坂

1
4

36
慰
霊
碑
前

1
2
22

3
2
18

36
東
本
通

2
6
17

1
函
館
駅
前

2
2

3
7
入
舟
町

1
3

37
七
重
浜
の
湯
前

2
20

1
17

37
白
百
合
学
園
前

1
18

2
松
風
町

1
3

3
8
称
名
寺
通

2
1

38
七
重
浜
８
丁
目

2
18

1
16

38
東
山
団
地

1
19

3
松
風
町

1
4

3
9
高
竜
寺
前

1
0

39
東
久
根
別

3
15

3
13

39
東
山
公
園

19
4
新
川
町

4

4
0
船
見
町

0
40

久
根
別
小
学
校
前

1
4
12

2
1
14

40
神
山
通

19
5
千
歳
町

4

29
29

41
久
根
別

1
11

2
12

41
中
央
小
学
校
前

1
2
18

6
昭
和
橋

4

42
東
浜
２
丁
目

2
9

1
11

42
亀
田
支
所
前

2
16

7
堀
川
町

2
6

《
復
路
》

43
北
斗
市
役
所
通

1
8

4
7

43
亀
田
中
学
校
前

8
8

8
千
代
台

1
7

44
北
斗
消
防
署

8
7

44
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

8
9
中
央
病
院
前

7

乗
車

降
車

通
過

45
上
磯
漁
港
前

1
7

7
45

北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

1
7

10
五
稜
郭

7

1
船
見
町

0
4
6
上
磯
駅
前
通

2
5

1
6

46
石
川
町
中
央

7
11

五
稜
郭
公
園
入
口

1
8

2
高
竜
寺
前

3
3

4
7
太
平
洋
セ
メ
ン
ト

1
4

6
47

石
川
町
会
館

7
12

中
央
図
書
館
前

8

3
称
名
寺
通

3
4
8
上
谷
好

1
3

1
5

48
石
川
町

7
13

五
稜
郭
公
園
裏

8

4
入
舟
町

3
4
9
谷
好
住
民
セ
ン
タ
ー

3
0

3
2

49
稜
北
高
校
入
口

7
14

鍛
冶
保
育
園
前

8

5
幸
坂

3
5
0
谷
川
小
学
校
前

0
2

0
50

稜
北
高
校
前

7
0

15
西
堀
病
院
前

2
1

9

6
弥
生
町

1
4

51
富
川
会
館
前

0
0

34
34

16
鍛
冶
団
地

2
7

7
公
会
堂
前

4
3
7
37

35
35

17
鍛
冶
２
丁
目

3
10

8
元
町

2
6

18
神
山
通

6
1
15

9
十
字
街

1
7

19
中
央
小
学
校
前

1
1
15

10
銀
座
通

5
12

20
亀
田
支
所
前

1
16

11
金
融
公
庫

1
13

21
亀
田
中
学
校
前

11
5

12
市
役
所
前

1
3

22
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

5

13
棒
二
森
屋
前

13
23

北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

1
4

14
若
松
町
会
館
前

13
24

石
川
町
中
央

1
3

15
昭
和
通

2
15

25
石
川
町
会
館

1
2

16
大
縄
町

1
14

26
石
川
町

2

17
中
の
橋

1
1
5

27
稜
北
高
校
入
口

2

18
松
川
町

15
28

稜
北
高
校
前

2
0

19
宮
前
町

1
14

21
21

20
ガ
ス
会
社
前

1
1
14

2
1
亀
田
町

2
1
15

2
2
大
野
新
道
入

1
14

2
3
Ｊ
Ｒ
車
両
所
前

14

2
4
五
稜
郭
駅
前

2
1
15

2
5
高
台
坂
下

15

2
6
清
尚
学
院
・
高
台
通

15

2
7
桐
花
通
中
央

3
18

28
昭
和
高
台

1
17

2
9
昭
和
小
学
校
前

2
15

3
0
昭
和
２
丁
目

1
7

9

31
昭
和
営
業
所
前

1
1

9

32
昭
和
１
丁
目

9

3
3
昭
和
タ
ー
ミ
ナ
ル

1
10

34
北
美
原
ク
リ
ニ
ッ
ク
前

10

35
石
川
町
中
央

2
8

36
石
川
町
会
館

1
7

37
石
川
町

7

38
稜
北
高
校
入
口

7

39
稜
北
高
校
前

7
0

2
7
27

17
：
05
発

15
：
54
発

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名

07
：
22
発

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名

07
：
05
発

合
　
計

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名

16
：
15
発

合
　
計

合
　
計

合
　
計

07
：
18
発

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名

15
：
47
発

合
　
計

17
：
10
発

合
　
計

停
留
所

連
番
号

停
留
所
名
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地域公共交通網形成計画の策定について 
 

１ 策定の理由 

・平成25年度に函館市生活交通協議会において，今後の公共交通のあり方についての検

討報告書をとりまとめ，この検討結果を踏まえて，平成26年5月に市が「地域公共交通

総合連携計画」を策定し，当該連携計画が「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」による法定計画となった。 

・平成26年11月に施行した「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正によ

り，「函館市地域公共交通総合連携計画」が法定計画ではなくなったことから，引き続

き国の支援を受けるため，新たな法定計画として「地域公共交通網形成計画」の策定

が必要となったため。 

 

２ 策定主体 

 ・函館市 

 

３ 地域公共交通網形成計画について 

・地域公共交通総合連携計画に以下の２点を追加する計画である。 

（１）まちづくりとの連携 

（２）地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築 

・函館市生活交通協議会での協議を踏まえ，市が策定する。 

・計画策定により，地域公共交通確保維持改善事業などの国が行う地域公共交通への支援 

拡大が図られる。 

 

４ 今後のスケジュール 

 ・平成27年8月31日  ：第2回函館市生活交通協議会での協議 

 ・平成27年9月    ：函館市政策会議の開催 

・平成27年10月～11月：パブリックコメントの実施 

 ・平成27年11月      ：成案化  

 ・平成27年11月～    ：国土交通大臣へ送付 

資料 ５ 



 

函館市地域公共交通再編調査事業について 

 

１ 調査事業費 ９，９０７，９２０円 

国庫補助金   ７，４９３，０００円 

        函館市負担金  ２，４１４，９２０円 

   

２ 事業の実施内容 

  市が策定を予定している地域公共交通網形成計画や，本協議会が策定した函館市生活交

通ネットワーク計画をもとに，地域公共交通の再編を具体化するため，路線再編の実施計

画や交通拠点の整備計画に関する調査を行い，形成計画の実施計画である地域公共交通再

編実施計画を策定する。 

実施項目 実施内容 

地域公共交通再編に関する

調査 

○個別運行経路や運行水準，料金体系，乗継地点等の設定 

○評価手法の詳細検討 

交通拠点整備に関する調査 ○交通拠点の設置位置の設定 

○施設規模や整備手法の検討 

○交通拠点の基本設計 

調査の取りまとめ ○関係者との協議資料作成 

○再編実施計画案の取りまとめ  

 

３ 調査の進捗状況 

 

〇 地域公共交通再編に関する調査 

  函館市生活交通ネットワーク計画の結果を踏まえ，バスの配車，運転手のシフト等，

経営的指標も含め，需要予測や経営効率などのシミュレーションを行っている。 

 

〇 交通拠点整備に関する調査 

  函館市生活交通ネットワーク計画の結果を踏まえ，五稜郭，美原，湯川周辺の３ヶ所 

の交通拠点整備に向け，整備が想定される場所の現状について詳細調査を行っている。 

 特に，美原周辺については，亀田福祉センターと旧水道局亀田営業所の敷地に，亀田 

地区での統合施設を整備する計画があることから，統合施設整備と連携した形で交通拠 

点整備が可能となるよう，調査を行っている。 

 

４ 今後の主なスケジュール（予定） 

平成27年度    地域公共交通網形成計画の策定（主体：市） 

             地域公共交通再編実施計画の策定（主体：市） 

平成28年度以降  具体的施策の実施（主体：交通事業者，市または協議会） 

資料 ６ 



函館市生活交通協議会と函館市路面電車整備推進協議会の統合について 

 

 

函館市路面電車整備推進協議会設置要領抜粋 

○目的 

地域公共交通確保維持改善事業の活用により路面電車事業の活性化と経営基盤の

確立を目指し，「函館市交通事業経営計画」に基づいた実施計画を策定するため，函館

市路面電車整備推進協議会を設置する。 

○協議事項 

軌道や車両の改良等に関する事項，路面電車における走行環境等の向上に関する事

項，その他路面電車に係わる事項 

〇構成メンバー 

函館市企業局交通部長，関係自治体，地方運輸局，住民・利用者の代表等 

 

１ 統合の経緯 

これまで，函館市生活交通協議会では，市民生活に欠かすことのできない公共交通

を将来にわたって持続可能なものとするため，今後の公共交通のあり方に関する検討

について，バス交通を中心として進めてきたところである。 

一方，函館市企業局交通部でも，「函館市路面電車整備推進協議会」を設置し，路面

電車に関して，軌道や車両の改良，走行環境の向上に関する事項等について，協議を

行ってきたところである。 

 こうしたなか，国においては，地域公共交通活性化再生法の一部改正に伴い，協議

会の役割について，バス，鉄道といった個別の輸送形態ごとの輸送サービスの活性化

等の観点にとどまらず，シームレスな輸送サービスを実現するための複数の輸送形態

間の連携・横断的な観点から，関係者が集まり，協議する仕組みであるとの考え方が

示されたところである。  

 

２ 統合の理由 

今後，公共交通のあり方検討を進め，乗り継ぎ拠点の整備，乗継割引制度の充実，

ICカードの導入等の施策を実施するためには，バスと電車の連携が必要であり，統合

によって，路面電車に関する事項も本協議会で協議することで，その連携を強化する。

また，本協議会と函館市路面電車整備推進協議会の構成メンバーがほぼ重複している

ことから，統合によって，会議の効率化を図る。 
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函館市生活交通協議会設置要綱の改正について 

 

函館市生活交通協議会設置要綱について，以下のとおり改正することとしたい。 

 

１ 要綱改正の理由 

函館市路面電車整備推進協議会との統合に伴い，本協議会の協議事項に路面電車の活性化 

と走行環境等の改善に関することを加えるほか，地方運輸局において，鉄軌道に関する業務

を所管している部局の職員を構成委員として加える必要があるため。  

 また，第３条（組織）に関する表記を整理する。 

２ 要綱改正の内容 

第２条（協議事項）に，路面電車の活性化と走行環境等の改善に関する事項を追加する。 

第３条（組織）中「北海道運輸局函館支局長の指名する職員」を「北海道運輸局長の指名

する職員」に改める。 

第３条（組織）中「函館市企業局交通部長またはその指名する職員」を「函館市企業局長

の指名する職員」に改める。 

 

□函館市生活交通協議会設置要綱（関係分抜粋） 

改正案 現 行 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について

協議する。 

(1) 函館市内におけるバス生活路線の確

保方策やサービスの充実および路面電

車の活性化と走行環境等の改善に関す

ること 

(2) 公共交通の走行環境整備に関するこ

と 

(3) 公共交通を中心とする交通体系に関

すること 

(4) 地域需要に応じた住民生活に必要な

バス等の旅客輸送の確保その他旅客の

利便の増進を図り，地域の実情に即した

輸送サービスの実現に必要となる事項 

(5) 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）

の規定に基づく地域の実情に応じた適

切な乗合旅客運送の態様および運賃・料 

金等に関する事項 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について

協議する。 

(1) 函館市内におけるバス生活路線の確

保方策やサービスの充実に関すること 

 

 

(2) 公共交通の走行環境整備に関するこ

と 

(3) 公共交通を中心とする交通体系に関

すること 

(4) 地域需要に応じた住民生活に必要な

バス等の旅客輸送の確保その他旅客の

利便の増進を図り，地域の実情に即した

輸送サービスの実現に必要となる事項 

(5) 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）

の規定に基づく地域の実情に応じた適

切な乗合旅客運送の態様および運賃・料 

金等に関する事項 
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(6) 地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成 19年法律 59号）の規定

に基づく地域公共交通網形成計画の作

成および実施に関する事項 

（組 織） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者をも

って組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 一般旅客自動車運送事業者およびそ

の組織する団体 

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用

自動車の運転手が組織する団体 

(4) 住民または利用者の代表 

 (5) 北海道運輸局長の指名する職員 

(6) 渡島総合振興局長の指名する職員 

(7) 道路管理者 

(8) 交通管理者 

(9) 旅客鉄道事業者 

(10) 函館市長の指名する職員 

(11) 函館市企業局長の指名する職員 

(12) 公募による者 

(13) その他市長が特に必要と認める者 

(6) 地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成 19年法律 59号）の規定

に基づく地域公共交通網形成計画の作

成および実施に関する事項 

（組 織） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者をも

って組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 一般旅客自動車運送事業者およびそ

の組織する団体 

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用

自動車の運転手が組織する団体 

(4) 住民または利用者の代表 

(5) 北海道運輸局函館運輸支局長の指名

する職員 

(6) 渡島総合振興局長の指名する職員 

(7) 道路管理者 

(8) 交通管理者 

(9) 旅客鉄道事業者 

(10) 函館市長の指名する職員 

(11) 函館市企業局交通部長またはその指

名する職員 

(12) 公募による者 

(13) その他市長が特に必要と認める者 

 

 

３ 就任依頼先および委員候補者（予定） 

 【北海道運輸局長の指名する職員】北海道運輸局鉄道部計画課長 
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函館市生活交通協議会設置要綱 

 

 （目 的） 

第１条 函館市生活交通協議会（以下「協議会」という。）は，道路運送法（昭和 26年法律

第 183号）および地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律 59号）の

規定に基づく協議ならびに函館市内における生活交通の確保方策等について検討するため

設置する。 

 （協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 函館市内におけるバス生活路線の確保方策やサービスの充実および路面電車の活性化

と走行環境等の改善に関すること 

(2) 公共交通の走行環境整備に関すること 

(3) 公共交通を中心とする交通体系に関すること 

(4) 地域需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進

を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項 

(5) 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合

旅客運送の態様および運賃・料金等に関する事項 

(6) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律 59号）の規定に基づく

地域公共交通網形成計画の作成および実施に関する事項 

（組 織） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 一般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体 

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 

(4) 住民または利用者の代表 

(5) 北海道運輸局長の指名する職員 

(6) 渡島総合振興局長の指名する職員 

(7) 道路管理者 

(8) 交通管理者 

(9) 旅客鉄道事業者 

(10) 函館市長の指名する職員 

(11) 函館市企業局長の指名する職員 

(12) 公募による者 

(13) その他市長が特に必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし，委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任することができる。 

 （役  員） 

第５条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

（改正案全文） 
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 (1) 会  長  １名 

 (2) 副会長  １名 

 (3) 監  事  ２名 

２ 会長は，委員の互選により定め，副会長は，会長が指名する。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５  監事は，委員の互選により定める。 

６  監事は，協議会の会計を監査する。 

７  会長，副会長および監事は，相互に兼ねることはできない。 

 （会 議） 

第６条 協議会の会議は，会長が招集する。 

２ 協議会の議決を要する事項は，出席委員の過半数で決し，可否同数の場合は，会長の決

するところによる。 

３ 会長は，必要に応じて関係者の出席を求め，意見等を聴取することができる。 

 （ワーキンググループ） 

第７条 協議会の目的達成に必要な事項について協議するため，ワーキンググループを設置

する。 

２ ワーキンググループ委員は，次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 交通事業関係者 

(3) 関係行政機関職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

  （事務局） 

第８条  協議会の庶務を処理するため，函館市企画部に事務局を置く。 

２  事務局に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

  （財務に関する事項） 

第９条  函館市生活交通協議会の予算編成，現金の出納その他財務に関し必要な事項は，会

長が別に定める。 

  （解散した場合の措置） 

第１０条  函館市生活交通協議会が解散した場合には，函館市生活交通協議会の収支は解散

の日をもって打ち切り，会長であった者がこれを決算する。 

  （補 則） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

この要綱は，平成１３年７月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１５年１０月１日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１６年５月６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

１  この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

２  この要綱の改正に伴い新たに選任される委員の任期については，第４条第１項ただし書

きの規定を準用し，平成２１年９月３０日までとする。      

附 則 

 この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２５年２月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２７年１月２９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成  年 月 日から施行する。 
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